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(57)【要約】
【課題】モーフィング処理を利用して三次元関心領域を
設定する。
【解決手段】三次元ＲＯＩ形成部２０は、超音波画像形
成部１４で形成される三次元画像データ内に対象物を取
り囲む三次元関心領域を設定する。つまり、基準断面設
定部２２が三次元データ空間内に複数の基準断面を設定
し、二次元ＲＯＩ設定部２４が複数の基準断面の各々に
対して二次元関心領域を設定し、モーフィング処理部２
６が複数の基準断面に設定された複数の二次元関心領域
に対してモーフィング処理を施して三次元関心領域を形
成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　診断対象を含む三次元空間に対して超音波を送受波するプローブと、
　プローブを制御して三次元空間内から複数のエコーデータを得る送受信部と、
　複数のエコーデータによって構成される三次元データ空間内において診断対象を取り囲
む三次元関心領域を設定する関心領域設定部と、
　複数のエコーデータに基づいて形成される超音波画像を表示する画像表示部と、
　を有し、
　前記関心領域設定部は、
　三次元データ空間内に複数の基準断面を設定し、
　複数の基準断面の各々に対して二次元関心領域を設定し、
　複数の基準断面に設定された複数の二次元関心領域に対してモーフィング処理を施して
三次元関心領域を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記関心領域設定部は、
　隣接する二つの基準断面の面と面とを向き合わせて複数の基準断面を互いに間隔をおい
て一例に並べて配置し、
　隣接する二つの基準断面に設定された二つの二次元関心領域に対してモーフィング処理
を施し、一方の二次元関心領域の形状から徐々に形状を変化させつつ伸長して他方の二次
元関心領域の形状へ繋がる立体的な領域を形成することにより、複数の二次元関心領域を
全体的に繋ぎ合せて三次元関心領域を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記関心領域設定部は、三次元データ空間内に一列に並べられた複数の基準断面のうち
の端の基準断面に対して点状の関心領域を設定する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記関心領域設定部は、二つの二次元関心領域に対するモーフィング処理において、
　一方の二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点と他方の二次元関心
領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点との間において対応する点と点の一対一
の対応関係を特定し、
　対応関係にある二つの点の一方の位置から他方の位置へと点を移動させることにより、
二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点を全体的に移動させて、複数
の点から形成される二次元関心領域の形状を変化させる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　前記関心領域設定部は、
　各二次元関心領域ごとに、その二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数
の点のうちから、その二次元関心領域の形状に基づいて指定点を選択し、
　各二次元関心領域ごとに、選択された指定点を基準として複数の点の各々に対して識別
マークを設定し、
　一方の二次元関心領域の複数の点と他方の二次元関心領域の複数の点との間において、
識別マークが互いに対応する点と点とを対応付けることにより、点と点の一対一の対応関
係を特定する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、診断対象を取り囲む三次元関心領域を設定す
る超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置により、生体内の組織や胎児や腫瘍などの診断対象を含む空間内から複
数のエコーデータを収集し、それら複数のエコーデータに基づいて断層画像や三次元画像
などの超音波画像を形成することができる。一般に、超音波画像内には、診断対象以外の
部位の画像も含まれている。そのため、例えば、診断対象のみを抽出する処理の精度を高
めることなどを目的として、超音波画像内において診断対象を取り囲む関心領域（ＲＯＩ
）が設定される。従来から、関心領域の設定に関する様々な技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、三次元空間内に複数の断面を設定し、各断面の画像上に描画
した関心領域を多角形で近似し、設定断面以外の断面については、補間演算によって多角
形を求め、それら各多角形の積層によって三次元関心領域を形成する旨の技術が記載され
ている。
【０００４】
　また、特許文献２には、二次元断層画像データに設定された基準ＲＯＩの重心の位置を
検出し、基準ＲＯＩの重心の位置がスライスに垂直な方向の直線上となるように、二次元
断層画像データを均等に平行移動させ、平行移動後における二次元断層画像データの線形
補間を行うことにより三次元領域を設定し、その後に二次元断層画像データを元の位置に
平行移動させる旨の技術が記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－５６８４１号公報
【特許文献２】特開２００６－８７８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、複数の二次元関心領域に対して補間処理を施して三次元関心領域を形成
する旨の技術がいくつか提案されている。ちなみに、特許文献２に記載された技術におい
ては、二次元断層画像データを均等に平行移動させ、さらに、二次元断層画像データを元
の位置に平行移動させるなど、比較的複雑な処理を必要としている。
【０００７】
　三次元関心領域の設定に関する様々な技術が提案されているなかで、本願発明者は、三
次元関心領域の設定に関する改良技術について研究開発を重ねてきた。特に、超音波診断
装置における三次元関心領域の形成技術と、画像処理技術の一つであるモーフィング処理
との融合に注目した。
【０００８】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、モーフィン
グ処理を利用して三次元関心領域を設定する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様の超音波診断装置は、診断対象を含む
三次元空間に対して超音波を送受波するプローブと、プローブを制御して三次元空間内か
ら複数のエコーデータを得る送受信部と、複数のエコーデータによって構成される三次元
データ空間内において診断対象を取り囲む三次元関心領域を設定する関心領域設定部と、
複数のエコーデータに基づいて形成される超音波画像を表示する画像表示部と、を有し、
前記関心領域設定部は、三次元データ空間内に複数の基準断面を設定し、複数の基準断面
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の各々に対して二次元関心領域を設定し、複数の基準断面に設定された複数の二次元関心
領域に対してモーフィング処理を施して三次元関心領域を形成することを特徴とする。
【００１０】
　上記態様によれば、複数の二次元関心領域に対してモーフィング処理を施すことにより
三次元関心領域が形成される。例えば、二次元断層画像データを均等に平行移動させてか
ら再び元の位置に戻す場合に比べて、比較的容易に三次元領域が形成される。
【００１１】
　望ましい態様において、前記関心領域設定部は、隣接する二つの基準断面の面と面とを
向き合わせて複数の基準断面を互いに間隔をおいて一例に並べて配置し、隣接する二つの
基準断面に設定された二つの二次元関心領域に対してモーフィング処理を施し、一方の二
次元関心領域の形状から徐々に形状を変化させつつ伸長して他方の二次元関心領域の形状
へ繋がる立体的な領域を形成することにより、複数の二次元関心領域を全体的に繋ぎ合せ
て三次元関心領域を形成することを特徴とする。
【００１２】
　望ましい態様において、前記関心領域設定部は、三次元データ空間内に一列に並べられ
た複数の基準断面のうちの端の基準断面に対して点状の関心領域を設定することを特徴と
する。
【００１３】
　望ましい態様において、前記関心領域設定部は、二つの二次元関心領域に対するモーフ
ィング処理において、一方の二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点
と他方の二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点との間において対応
する点と点の一対一の対応関係を特定し、対応関係にある二つの点の一方の位置から他方
の位置へと点を移動させることにより、二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられ
た複数の点を全体的に移動させて、複数の点から形成される二次元関心領域の形状を変化
させることを特徴とする。
【００１４】
　望ましい態様において、前記関心領域設定部は、各二次元関心領域ごとに、その二次元
関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点のうちから、その二次元関心領域の
形状に基づいて指定点を選択し、各二次元関心領域ごとに、選択された指定点を基準とし
て複数の点の各々に対して識別マークを設定し、一方の二次元関心領域の複数の点と他方
の二次元関心領域の複数の点との間において、識別マークが互いに対応する点と点とを対
応付けることにより、点と点の一対一の対応関係を特定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、モーフィング処理を利用して三次元関心領域が形成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好適な実施形態を説明する。図１には、本発明に係る超音波診断装置の
好適な実施形態が示されており、図１はその全体構成を示す機能ブロック図である。
【００１７】
　プローブ１０は、診断の対象物を含む三次元空間に対して超音波を送受波する超音波プ
ローブである。本実施形態における診断の対象物は、例えば、生体内の組織、組織内の腔
、血流、胎児、腫瘍などである。プローブ１０は、複数の振動素子を備えている。複数の
振動素子は、例えば、格子状に２次元的に配列されて電子的に制御されて３次元的に超音
波を送受波する。なお、電子的な制御と機械的な制御の組み合わせにより３次元的に超音
波を送受波してもよい。
【００１８】
　送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対応した送信信号を出
力する。送受信部１２は、各振動素子の送信信号に対してその振動素子に応じた遅延処理
などを施す。送受信部１２から出力された送信信号は、プローブ１０の各振動素子へ供給
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される。つまり、送受信部１２が送信ビームフォーマとして機能し、各振動素子が送受信
部１２で形成された送信信号に応じて振動することにより、超音波の送信ビームが形成さ
れてその送信ビームが走査制御される。
【００１９】
　また、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子から得られる受信信号に
基づいて受信ビームを形成する。送受信部１２は、各振動素子の受信信号に対してその振
動素子に応じた遅延処理などを施し、そして複数の振動素子から得られる受信信号を加算
処理する。つまり、送受信部１２は、受信ビームフォーマとして機能し、複数の振動素子
から出力される受信信号を例えば整相加算処理することにより、超音波の受信ビームが形
成されてその受信ビームが走査制御される。こうして、三次元空間内の全域から、受信ビ
ームに沿った受信ビームデータ（エコーデータ）が収集される。
【００２０】
　超音波画像形成部１４は、送受信部１２において形成された受信ビームデータに基づい
て超音波画像の画像データを形成する。例えば、超音波の送信ビームが三次元的に走査さ
れて得られる受信ビームデータに基づいて三次元画像データを形成する。もちろん、超音
波画像形成部１４は、二次元Ｂモード画像などの画像データを形成してもよい。
【００２１】
　表示画像処理部１６は、超音波画像形成部１４において形成された超音波画像（画像デ
ータ）に基づいて表示画像を形成する。また、表示画像処理部１６は、本超音波診断装置
の装置状態に応じた表示画像やユーザインターフェース画像などを形成する。そして、表
示画像処理部１６において形成された表示画像が表示部１８に表示される。
【００２２】
　三次元ＲＯＩ形成部２０は、超音波画像形成部１４で形成される三次元画像データ内に
対象物を取り囲む三次元関心領域を設定する。つまり、基準断面設定部２２が三次元デー
タ空間内に複数の基準断面を設定し、二次元ＲＯＩ設定部２４が複数の基準断面の各々に
対して二次元関心領域を設定し、モーフィング処理部２６が複数の基準断面に設定された
複数の二次元関心領域に対してモーフィング処理を施して三次元関心領域を形成する。
【００２３】
　そこで、以下に、本実施形態における三次元関心領域の設定処理について詳述する。な
お、既に図１に示した部分（構成）については、以下の説明において図１の符号を利用す
る。
【００２４】
　図２は、本実施形態における三次元関心領域の設定処理を説明するためのフローチャー
トである。超音波画像形成部１４によって三次元画像データが形成されると（Ｓ２０１）
、三次元画像データを構成する複数の断層画像のうちから基準断面が選択される（Ｓ２０
２）。そして、選択された基準断面に対して二次元関心領域（二次元ＲＯＩ）が設定され
る（Ｓ２０３）。
【００２５】
　図３は、基準断面の選択と二次元関心領域の設定を説明するための図である。図３にお
いて、対象物の三次元画像データを含んだ三次元データ空間４０は、ＸＹＺ直交座標系で
示されている。三次元データ空間４０は、例えば、複数のＸＹ平面の集合体である。そし
て、複数のＸＹ平面のうちから、基準断面設定部２２によって、いくつかの基準断面が選
択される。基準断面設定部２２は、ユーザからの選択操作に応じて基準断面を選択しても
よいし、予め定められた枚数だけ予め定められた間隔で基準断面を自動選択してもよい。
こうして、例えば、図３に示すように、面と面とを互いに対向させてＺ軸に沿って一列に
並べられた断面Ａから断面Ｅまでの５枚の基準断面が設定される。なお、複数の基準断面
は、例えば、Ｘ軸またはＹ軸に沿って一列に並べられた断面でもよい。また、本発明は、
全ての基準断面が互いに平行であるものに限定されない。
【００２６】
　基準断面が選択されると、二次元ＲＯＩ設定部２４は、各基準断面に対して二次元関心



(6) JP 2009-125466 A 2009.6.11

10

20

30

40

50

領域（二次元ＲＯＩ）を設定する。つまり、各基準断面内に映し出される対象物の断層像
を取り囲むように二次元関心領域が設定される。二次元関心領域は、例えば、各基準断面
を映し出した表示画像を利用してユーザが任意形状に形成してもよいし、予め定められた
円や楕円などの形状が選択されてもよい。
【００２７】
　図３には、断面Ａから断面Ｅまでの５枚の基準断面の各々に二次元関心領域が設定され
た様子が示されている。断面Ｂから断面Ｄまでの各々には、円や楕円などに近い形状の二
次元関心領域５２が設定されている。これに対し、断面Ａと断面Ｅには、点状の領域５４
が設定されている。断面Ａと断面Ｅは、例えば、対象物の中央付近の断面Ｃの位置からＺ
軸方向に断面を移動させて対象物の断層像がなくなる位置に設定される。つまり、断面Ａ
と断面Ｅは、対象物の端部からやや外側に設定される断面であり、その位置において関心
領域の端点として点状の領域５４が設定される。
【００２８】
　図２に戻り、各基準断面に対して二次元関心領域が設定されると（Ｓ２０３）、二次元
関心領域の設定が終了したか否かが確認される（Ｓ２０４）。二次元関心領域の設定が終
了していなければ、基準断面の選択（Ｓ２０２）とその基準断面に対する二次元関心領域
の設定（Ｓ２０３）が繰り返し実行される。二次元関心領域の設定が終了すれば、つまり
、全ての基準断面が設定されて全ての基準断面に二次元関心領域が設定されると、モーフ
ィング処理部２６がモーフィング処理を実行する（Ｓ２０５）。
【００２９】
　モーフィング処理部２６は、複数の基準断面に設定された複数の二次元関心領域に対し
てモーフィング処理を施して三次元関心領域（三次元ＲＯＩ）を形成する。つまり、隣接
する二つの基準断面に設定された二つの二次元関心領域に対してモーフィング処理を施し
、一方の二次元関心領域の形状から徐々に形状を変化させつつ伸長して他方の二次元関心
領域の形状へ繋がる立体的な領域を形成することにより、複数の二次元関心領域を全体的
に繋ぎ合せて三次元関心領域を形成する。
【００３０】
　例えば、図３に示す断面Ａの点状の領域５４と断面Ｂの二次元関心領域５２がモーフィ
ング処理によって立体的に繋げられ、さらに、断面Ｂの二次元関心領域５２と断面Ｃの二
次元関心領域５２がモーフィング処理によって立体的に繋げられる。こうして、断面Ａか
ら断面Ｅまでの点状または二次元の関心領域がモーフィング処理により次々に繋ぎ合わさ
れ、対象物を取り囲む三次元関心領域が形成される。
【００３１】
　モーフィング処理においては、各二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複
数の点が利用される。例えば、二次元関心領域が形成されてからその境界に沿って複数の
点が離散的に設定される。または、複数の点を離散的に並べて配置してから、複数の点を
リニア補間やスプライン補間などにより繋ぎ合せて、二次元関心領域を形成してもよい。
【００３２】
　モーフィング処理部２６は、一方の二次元関心領域の複数の点と他方の二次元関心領域
の複数の点との間において対応する点と点の一対一の対応関係を特定する。そして、対応
関係にある二つの点の一方の位置から他方の位置へと点を移動させることにより、二次元
関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点を全体的に移動させて、複数の点か
ら形成される二次元関心領域の形状を変化させる。
【００３３】
　図４は、点と点の一対一の対応関係を説明するための図である。図４において、基準断
面の一つである断面Ｃには、二次元関心領域の境界に沿って、番号１から番号１４までの
複数の点が配置されている。また、基準断面の一つである断面Ｄにも、二次元関心領域の
境界に沿って、番号１から番号１４までの複数の点が配置されている。
【００３４】
　モーフィング処理部２６は、各二次元関心領域ごとに、その二次元関心領域の境界に沿
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って離散的に並べられた複数の点のうちから、その二次元関心領域の形状に基づいて指定
点を選択する。例えば、断面Ｃの複数の点のうちから、二次元関心領域の最も左端に位置
する番号１の点が指定点として選択される。また、断面Ｄの複数の点のうちから、二次元
関心領域の最も左端に位置する番号１の点が指定点として選択される。
【００３５】
　そして、モーフィング処理部２６は、選択された指定点を基準として複数の点の各々に
対して識別マークを設定する。例えば、断面Ｃの複数の点に対して、指定点である番号１
の点から時計回りに順番に番号を設定する。また、断面Ｄの複数の点に対しても、指定点
である番号１の点から時計回りに順番に番号を設定する。
【００３６】
　こうして、モーフィング処理部２６は、断面Ｃの二次元関心領域の複数の点と断面Ｄの
二次元関心領域の複数の点との間において、番号が互いに同じ点と点とを対応付けること
により、点と点の一対一の対応関係を特定する。
【００３７】
　なお、指定点は二次元関心領域の左端以外の位置に選択されてもよいし、各点の順番が
反時計回りなどに設定されてもよい。指定点や各点の番号や点の総数などがユーザによっ
て指定されてもよい。
【００３８】
　点と点の一対一の対応関係が特定されると、三次元データ空間（図３の符号４０）内に
おいて、対応関係にある二つの点の一方の位置から他方の位置へと点が移動される。例え
ば、補間処理などを利用して、三次元データ空間内において一方の点の位置から他方の点
の位置まで繋がる経路を形成して、その経路に沿って点が移動される。例えば、三次元デ
ータ空間内において、番号１の点が、断面Ｃの番号１の点の位置から断面Ｄの番号１の点
の位置まで移動する。同様に、三次元データ空間内において、番号２から番号１４までの
複数の点の各々が断面Ｃの位置から断面Ｄの位置に移動する。
【００３９】
　こうして、複数の点を断面Ｃの位置から断面Ｄの位置まで移動させ、複数の点から形成
される二次元関心領域の形状を変化させる。つまり、断面Ｃの二次元関心領域の形状から
、点の移動とともに二次元関心領域の形状を徐々に変化させ、断面Ｄの二次元関心領域の
形状へと繋がるようにモーフィング処理が実行される。
【００４０】
　図４には、断面Ｃと断面Ｄのみを例示しているが、他の隣接する二つの基準断面の間に
おいても、対応関係にある二つの点の一方の位置から他方の位置へと点を移動させること
により、二次元関心領域の境界に沿って離散的に並べられた複数の点を全体的に移動させ
て、複数の点から形成される二次元関心領域の形状を変化させる。
【００４１】
　なお、断面Ａから断面Ｂへと二次元関心領域の形状を変化させる際には、例えば、断面
Ａの点状の関心領域と、断面Ｂの二次元関心領域の境界の複数の点の各々とを対応付ける
。つまり、断面Ｂの複数の点を断面Ａの一つの点に対応付けてモーフィング処理を行う。
同様に、断面Ｄと断面Ｅとの間においても、例えば、断面Ｄの複数の点を断面Ｅの一つの
点に対応付けてモーフィング処理を行う。
【００４２】
　図５は、モーフィング処理により形成された三次元関心領域を説明するための図である
。例えば、図４に示した断面Ａから断面Ｅまでの各断面に設定された点状の関心領域と二
次元関心領域とをモーフィング処理を施して繋ぎ合せることにより、図５に示すように、
三次元データ空間４０内において、立体的な対象物を取り囲むように、立体的な三次元関
心領域５０が形成される。
【００４３】
　図２に戻り、モーフィング処理部２６によって三次元関心領域が形成されると（Ｓ２０
５）、三次元関心領域の中から対象物が抽出される（Ｓ２０６）。例えば、三次元関心領
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域内のエコーデータに対して二値化処理が施されて対象物とそれ以外の組織とが識別され
る。そして、抽出された対象物の三次元画像が形成される（Ｓ２０７）。例えば、超音波
画像形成部１４が、三次元画像データに対してボリュームレンダリング処理を実行して、
対象物を立体的に映し出した三次元画像を形成する。また、超音波画像形成部１４が、三
次元画像データから対象物の断層画像を形成してもよい。そして、表示画像処理部１６は
、対象物の三次元画像や断層画像を含んだ表示画像を形成する（Ｓ２０８）。
【００４４】
　図６は、表示画像の一例を示す図である。図６に示す表示画像には、二次元のＢモード
画像である断層画像６２，６４，６６と、ボリュームレンダリング処理による三次元画像
６８が含まれている。
【００４５】
　断層画像６２，６４，６６は、例えば、互いに直交する直交三断面であり、各々が対象
物の断層像を含んでいる。そして、断層画像６２，６４，６６の各々には、対象物を取り
囲む三次元関心領域５０の断面形状も表示される。ユーザ（検査者）は、例えば、断層画
像６２，６４，６６内に表示される三次元関心領域５０を見ることにより、三次元関心領
域５０が適切に対象物を取り囲んでいるかどうかを確認することができる。
【００４６】
　三次元画像６８は、対象物を立体的に表示する画像である。図６においては、三次元画
像６８内に三次元関心領域５０は表示されていない。但し、例えばユーザ操作などに応じ
て、三次元画像６８内に立体的に表現された三次元関心領域５０を表示させてもよい。
【００４７】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示す機能ブロック図である。
【図２】三次元関心領域の設定処理を説明するためのフローチャートである。
【図３】基準断面の選択と二次元関心領域の設定を説明するための図である。
【図４】点と点の一対一の対応関係を説明するための図である。
【図５】三次元関心領域を説明するための図である。
【図６】表示画像の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　プローブ、１２　送受信部、１４　超音波画像形成部、２０　三次元ＲＯＩ形成
部、２２　基準断面設定部、２４　二次元ＲＯＩ設定部、２６　モーフィング処理部。
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